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3.2 衛星画像解析による津波被害の波及範囲の確認 

 

(1)衛星画像の種類及び解析手法 

 使用したデータの諸元を表 3 1 に示す．また，使用し

たデータのトゥルーカラーの合成画像に関して，2004 年

2 月 20 日に観測されたデータ IKONOS のデータを図-3.2

に，2005 年 1 月 16 日に観測された QuickBird のデータ 

を図-3.3 に示す． 

 

表-3.1 仕様データの諸元 
センサ名 解像度 プロダクトレベル 観測日 備考 

IKONOS 1.0m パンシャープン 
（4 バンド） 

2004 年 2 月 20 日 津波被害前 

QuickBird 0.6m パンシャープン 
（4 バンド） 

2005 年 1 月 26 日 津波被害後 

  

 

図-3.2 2004 年 2月 20日に観測された IKONOS のデータ

（トゥルーカラー画像） 

 

 

図-3.3 2005 年 1 月 26 日に観測された QuickBird のデ

ータ（トゥルーカラー画像） 

画像解析作業は，ふたつの時期のデータを比較するた

めの幾何補正処理，津波の影響範囲，家屋と残存植生物

の評価に分けられる．3.2(2)に画像間幾何補正及び津波

の影響範囲の特定，3.2(3)に家屋被害の評価，3.2(4)に

残存植生物の評価の内容を詳述する． 

 

(2)津波の影響範囲の特定 

二つの時期を比較する上で必要となる画像間幾何補正

等の処理手順を順に詳述する． 

・画像間幾何補正（STEP1） 

IKONOS のデータは，2 つのシーンで構成されており，

いずれかを基準画像として設定し，残りの画像を基準画

像に合わせこむ処理が必要となる．そこで，西側のシー

ンを基準画像とし，東側の画像に対して画像間幾何補正

の処理を施した．幾何補正には，1 次アフィン変換式，

内挿法は最近隣内挿法を使用し，画素を再配列した．画

像間幾何補正に利用した GCP(Ground Control Point)の

情報を表 4-1 に示す．なお，画像間幾何補正では，RMS

誤差で 1 画素以内に入ることが確認され，十分な精度を

有しているものと考えられる． 

・画像間の輝度値補正とモザイク処理（STEP2） 

IKONOS のデータは，2 つのシーンで構成されており，

各々のデータの撮影時の入射角の違いから，反射輝度も

異なり，若干色合いが異なる．そこで，何れかの画像を

基準として，もう一方の画像の輝度値を基準画像に合わ

せこむこととした．輝度値の補正には，2 つのシーンの

重複領域を利用し，互いの輝度値が類似した分布を示す

よう，処理を施した．輝度値補正においても，西側の画

像を基準とし，東側の画像を西側の画像に合わせこむこ

ととした．また，補正したデータと基準画像の 2 つのシ

ーンから，1 つの画像を作成する処理（モザイク処理）

を施した． 

・ふたつの時期データにおける画像間幾何補正(STEP3) 

画像間の幾何補正処理として，津波被害後の 2005 年 1

月26日に観測されたQuickBirdのデータを基準画像とし，

津波被害前の2004年 2月 22日の IKONOSのデータを画像

間幾何補正の対象データとした．今後，双方のデータを

比較していく上で，解像度が異なる場合，直接，比較す

ることができないことから，画像間幾何補正の処理を施

す際に，処理対象の IKONOS のデータをバイリニア法の補

間処理を施し，60cm 解像度のデータにした． 

画像間幾何補正の精度に関しては，IKONOS の画像が地

形の補正が施されておらず，QuickBird のパンシャープ

ン画像が，粗い DEM を用いて補正処理が施されているこ

とから，高度が高い箇所で設定した GCP は，若干ずれる．
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そこで，標高の低い海岸線を優先して，GCP を設定する

と伴に，画像全体的な精度の維持にも配慮し，内陸にお

いても数箇所 GCP を設定している．本作業では，GCP の

精度として，3 画素以内に留めることとした． 

・ふたつの時期データにおける輝度値補正(STEP4) 

IKONOSと QuickBirdは，観測時期が異なる上，センサや，

DN（Digital Number）作成時のゲインやオフセットによ

っても，DN が示す意味が異なってくる．センサが異なる

データを比較するには，十分に注意する必要があると言

える．ここでは，IKONOS と QuickBird のセンサ間の比較

を行う上で，必要な補正として，2 時期間において，土

地被覆状態が変化していないことが推測される 20 箇所

以上のデータを検出し，補正するための係数を導き出し

た． 

なお，ここでは，市街地や，道路，樹木等の土地被覆

状態が変化していないことが推測される 21 点のデータ

を取得し，係数を導き出している． 

 

津波の影響範囲の特定方法に関して，津波の被害前後

のデータを利用していることから，津波の被害が土地被

覆状態の変化として表れていることが推測できるものの，

津波の被害後のデータが，津波被害から 1 ヶ月程度経過

していることから回復していること，また，土地被覆の

多くを樹林が占めること，被害の状況が樹木で覆われて

しまっていることから，被害範囲を特定することは難し

かった． 

そこで，植生が衰退している範囲を参考としながら，

被害範囲を推定した．具体的な処理手順は示した通りで

あり，被害前後の衛星データから，植生域を抽出し，そ

の植生域が衰退している地域から，被害範囲を推定して

いる． 

・NDVI の適用 

衛星データを利用した植生域の判定に，NDVI（正規化

植生指標：Normalized Difference Vegetation Index）

を利用した．NDVI は，下記に示す計算式で求められ，赤

領域ではクロロフィルの吸収により低く，近赤外領域で

は，葉肉内の多重散乱により高く出る現象であり，植生

の活性度把握や，植生域の判定に利用されている手法で

ある． 

NDVI=(IR－R)/(IR＋R) 

ただし，IR：近赤外の波長域 R：可視域の赤の波長域，

である． 

・植生域の判定 

NDVI は，通常，-1.0～1.0 で表現され，しきい値を設

定することで植生域の判定が可能となる．本作業では，

津波被害前後のデータに対し，NDVI の値が 0.2 以上の値

を示す画素を植生域と判定した．津波被害前の IKONOS

のデータに対して，植生域を判定した結果を図-3.4 に，

QuickBird の被害後のデータに対して植生域を判定した

結果を図-3.5 に示す． 

 

 

図-3.4 2004/2/20 を対象とした植生域の抽出結果 

 

 

 

図-3.5 2005/1/26 を対象とした植生域の抽出結果 

・植生域の変化箇所の判定 

4.3.3 の植生域の判定結果から，ふたつの時期において

植生域が衰退した箇所を抽出する．判定した結果を図

-3.6 に示す． 
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図-3.6 植生域の変化箇所の抽出 

 

・津波の影響範囲の推定 

ここまで抽出した植生の変化した箇所の中から，津波の被

害で減少したと推測される地域を推定する．具体的には，

雲の影響を除き，また，植生域の減少には市街化等の影響

も考えられることから，津波被害前後の衛星データも併用

し，見比べながら推測することが考えられるが，今回の検

討では，人為的開発の影響等もあり，津波による植生域の

衰退だけを抽出することが難しかった．なお，LANDSAT，

SPOT等の中間赤外の波長域も有しているデータであ

れば，土地表層の状況により反射してくる（衛星で

観測される）波長特性の変化により，塩分が蓄積さ

れている箇所を抽出できる可能性があったが，今回

の検討では表層土壌中の塩分量の変化は顕著ではな

かった． 

 

(3)家屋被害の評価 

・処理手順 

家屋被害の評価方法に関して図 4 10 に示す手順で実

施した．各手順に関して以下に説明する． 

STEP1：津波前と後の 2 時期のデータを対象に，NDVI を

計算する．その後，各観測時期毎に，植生域と非植生域

をしきい値により境界領域を決定し，2 値化処理を施す．

STEP1 に関しては，前述と同様である． 

STEP2：津波前と後の 2 時期のデータを対象に，近赤外の

波長域を利用した水域と陸域の 2 値化処理を施す． 

STEP3：STEP1 と STEP2 との結果から，植生域を除く陸域

を抽出する． 

STEP4：抽出した陸域のデータに対し， バンド和による

正規化処理を施す． 

STEP5：STEP3 の結果に対し，教師つき最尤法を用いた分

類処理を施し，家屋等の構造物を抽出する． 

STEP6：STEP5 と 4.3 の津波の影響範囲から，津波の被害

を受けた残存構造物と津波の被害を受け破壊，もしくは

流された家屋を判定する． 

・しきい値を利用した水域の抽出 

水域では，近赤外の波長域を吸収することから，近赤

外のデータを用いて，水域と陸域を判定することが多い．

本業務では，水域の判定に，近赤外の波長域に着目し，

DN が 300 以下の画素を水域と判定した． 

 

図-3.7 2004/2/20 を対象とした水域の抽出結果 

 

 

図-3.8 2005/1/26 を対象とした水域の抽出結果 

 

・植生域を除く陸域の抽出 

家屋被害の評価を行うため，植生域や水域を除いた上

で，家屋の評価を行うこととした．そこで，先に検出し



スリランカにおけるインド洋津波被害の現地調査 /熊谷兼太郎 

- 8 - 

た植生域，上で抽出した水域の情報を用いて，植生域を

除く陸域を抽出した． 

・バンド和による正規化処理 

市街地における家屋の抽出を試みる場合，家屋の屋根

が向いている方向によって，輝度値が変化することから，

他の土地被覆と誤判別されるケースも認められ，難しい

と考えられる．そこで，家屋の抽出を行う前に，バンド

和による正規化処理を施すことで，同じ材質が同じ DN

値として表されるよう配慮した． 

・分類処理による家屋の抽出 

 本業務では，家屋の抽出に，4.4.4 で処理したバンド

和により正規化されたデータを用いて，土地被覆分類処

理を施した．分類手法は，教師付きの最短距離法を適用

している． 

・家屋被害の評価 

このように推定した家屋の抽出結果から，家屋の被害

を評価した結果を図-3.9 に示す． 

図-3.9 構造物の被害評価 

 

(4)残存植生物の評価 

残存植生物の評価方法に関して図 4 20 に示す手順で

実施した．各手順に関して以下に説明する． 

STEP1：津波前と後の 2 時期のデータを対象に，NDVI を

計算する．その後，各観測時期毎に，植生域と非植生域

をしきい値により境界領域を決定し，2 値化処理を施す． 

STEP2：STEP1 の 2 時期の結果に対し，植生域の変化領域

と非変化領域を抽出する． 

STEP3：STEP2 と 4.3 の津波の影響範囲から，津波の被害

を受けた残存植生物と津波の被害を受け植生が排除され

た地域を判定する． 

・植生域の変化箇所の抽出 

4.3 で算出した 2 時期の植生域のデータから，植生が衰

退した箇所を図 4 21 において赤色で示す． 

・残存植生物の評価 

これまでの結果から，残存植生物を評価した結果は図

-3.6 と同様である． 

 

(5)災害調査への衛星画像解析の活用の可能性について 

災害調査へ衛星画像解析を活用することにより，

有効な点は，土壌中の塩分濃度の変化，植生の活性

の変化等の目で見えない事象を把握できることであ

る．また，比較的に広範囲を対象とした評価が可能であ

る．その反面，災害発生以前，直後等に画像ライブラリが

存在しない場合に解析が不可能である点，仮に画像が存在

しても雲等の存在により解析が不可能になるなど撮影条

件の影響，高解像度であれば狭い地域の解析には適するが

広い地域の解析のためには作業量が非常に大きくなる点

等の課題があった．また，撮影時期が離れすぎると災害に

よる要因だけでなく，人間活動の影響，植生の繁茂等が進

行する可能性があり，解析は慎重に検討すべき必要がある． 

なお，今回の検討においては浸水範囲の特定のために

は植生の活性が変化した領域としたが，場合によっては

土壌中の塩分の含有量等から推定できる可能性がある． 

 

3.3 漁業水産資源省等による漁業復興プログラム 

2005 年 3 月に漁業水産資源省及び国連食料農業機関

（FAO）は，「津波後の漁業の復興及び発達に係るプログ

ラム」を作成した 3)．防災面では，沿岸域管理計画に反

してセットバック境界より海側に建設された住居等の構

造物が被害を大きく受けたとの認識を示しつつ，沿岸域

の適切な管理及びセットバックの必要性について社会的

認識が低いこと，及び，公共海岸へのアクセスが欠如し

速やかな避難ができないことを重要な課題として挙げて

いる．そして，被災した海岸保全構造物等の復旧，沿岸

域の環境保護及び保全の必要性の啓蒙，公共海岸へのア

クセスの向上等に係るプログラムを優先的に実施すると

している． 

 

3.4 都市開発・水供給省による市街地計画のガイドライ

ン 

2005 年 1 月に都市開発・水供給省は，津波により荒廃

した地域の市街地及び自然環境の計画上の標準的事項を

まとめたガイドラインを公表した．ガイドラインの想定

利用者は，都市開発当局，地方機関，社会基盤の計画担

当機関等であり，沿岸域を浸食，氾濫，汚染，サイクロ 
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ン等の影響を受ける「脆弱(ぜいじゃく)な地域」

（vulnerable zone）とみなしていることが特徴である．

脆弱地域の範囲は平均高水位から 1km の範囲で，それを

海側境界から 100ｍまで（場合によっては 150ｍまたは

200ｍ），さらに陸側に 200ｍまで，さらに 700ｍまでの３

つに分けている．また，脆弱地域内の構造物の基礎面は

少なくとも平均潮位から 3ｍ上げることとしている（図

-3.10）． 

脆弱地域に立地できる主な構造物・活動等は表-3.2 の

とおりである．これによれば，脆弱地域であっても，歴

史的・建築的価値のある既存構造物はその位置で保留さ

れる．また，平均高水位から 100m までは新たな構造物は

基本的に認められない．市街地は，一般的な市街地と，

地域風土を保全するため特に指定した市街地とに分けら

れ，特に指定した市街地では条件付きながら海岸線近傍

における商業的活動が許容される場合がある．社会基盤

施設は内陸側に移転することとされており，特に鉄路及

び高速道路の移転を求めている．この他，ガイドライン

では下水道計画及び廃棄物管理システムの一体的整備，

沿岸保全局の策定する沿岸域管理計画との整合性の配慮

等にも触れている． 

図-3.10 市街地等計画ガイドラインにおける脆弱地域

の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 沿岸域管理のあり方に関するスリランカ国内の議

論動向の紹介 

津波発生から約 1 ヶ月後に当地の新聞に掲載された記

事によれば，環境，利用及び防災面に配慮した沿岸域管

理，鉄路及び高速道路の内陸部への移転，学校等におけ

る防災教育の充実等の必要性が指摘されている．従来，

沿岸域管理の必要性は沿岸保全局等の行政が中心となっ

て提案してきているが，津波による被災を契機に，行政

だけでなく一般においても沿岸域管理の必要性について

認識が高まりつつあると言える 7)．  

 

 

4. まとめ 

 

1980 年代から導入されているスリランカの沿岸域管

理計画について報告するとともに，2004 年 12 月のイン

ド洋津波による沿岸域の被害特性をまとめた． 

スリランカは，沿岸侵食，サイクロン被害等への対策

として総合的な沿岸域管理計画を導入しており，海岸線

近傍の建築物制限，特別管理地区の指定，開発計画の事

前チェック等の手法により沿岸域管理を行っている．た

だし，同計画では津波は災害要因として認識されておら

ず，インド洋津波によって沿岸域に大きな被害が発生し

たことが分かった．また，同国政府機関等を中心とした

復旧・復興計画について報告した． 

本研究の成果は，今後，わが国の沿岸域の適正な管理

の検討の基礎的資料となる．また，沿岸域の津波被害の

効果的な対策を立案するうえで参考となると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

100m

平均高水位

＜海域＞ ＜陸域＞

200m 700m平均潮位

3m

新規構造物

100m

平均高水位

＜海域＞ ＜陸域＞

200m 700m平均潮位

3m

新規構造物

平均高水位から100mまで さらに200mまで さらに700mまで
一般的な
市街地

・歴史的・建築的価値のある既存構造物
・場合によるが，観光に関連した既存構
造物等
・新たな構造物は認めない（港湾関連施
設，灯台等は例外）
・社会基盤施設は移転

・歴史的・建築的価値のある既存構造物
・港湾関連施設
・ホテル及びレストラン
・漁業用の陸揚げ場所及び付帯設備
・漁港に近接した漁業集落
・農業（特に樹木作物）
・鉄路及び高速道路は移転

・他の二つから移転させた活動
・住居及び市街地の機能のため
に要求される活動

特に
指定した
市街地

・歴史的・建築的価値のある既存構造物
・公共用途のための緑地（障壁とする）
・どうしても必要な，標高3m以上の堅固
な既存構造物を使う公共的・商業的活動

・歴史的・建築的価値のある既存構造物
・公共用途のための緑地（障壁とする）
・どうしても必要な，適当な場所における
商業的活動

・他の二つから移転させた活動
・集合的で高地に位置する住居

表-3.2 脆弱地域に立地できる主な構造物・活動等 
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